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第

一般

一般入札

委託金額 業務名称 履行場所 委託期間 日間

金

本業務は、街路樹その他の樹木等の適正な育成を図るための保守管理を行うものである。

街路樹保守管理　　1式

植樹帯保守管理　　1式

中央分離帯保守管理　　1式

緑地帯保守管理　　1式

施 行 理 由

設 計 概 要

円 中区内街路樹その他保守管理業務（その１） 中区基町ほか 　契約締結の日から令和7年12月26日まで

7.2
請　負

年度 費 費 費

業務委託

7 一般会計 土　　木 道路橋りょう 道路橋りょう総務 中区維持管理課
7.2

業 務 委 託 設 計 書
号

令和 款 項 目 所属 設計 提出



　委託金額 業務委託名

金

式 1.000 第　１　号明細表参照

式 1.000 第　２　号明細表参照

式 1.000 第　３　号明細表参照

式 1.000 第　４　号明細表参照

式 1.000 第　５　号明細表参照

交通管理費 式 1.000 第　６　号明細表参照

直接業務費計

共通仮設

　共通仮設費

　共通仮設費（率分） 式 1.000

純業務費計

現場管理費 式 1.000

業務原価計

植樹帯保守管理

中央分離帯保守管理

緑地帯保守管理

処分費

金　　　　　額 適　　　　　　　　　　　　　　　要

街路樹保守管理

0 中区内街路樹その他保守管理業務（その１）

（甲）　　　　　内　　　　　　　　　　訳

工　　種　・　名　　称 種　　　別 形状・寸法 単　位 数　　　　量 単　　　　価

円



（甲）　　　　　内　　　　　　　　　　訳

一般管理費 式 1.000

式 1.000

業務価格計 式 1.000

業務価格

消費税相当額 式 1.000

請負業務費

金　　　　　額 適　　　　　　　　　　　　　　　要

一般管理費（契約保証費）

工　　種　・　名　　称 種　　　別 形状・寸法 単　位 数　　　　量 単　　　　価



市場単価

夏季 街路樹　C=30～60㎝未満 本 47.000
市場単価

夏季 街路樹　C=60～90㎝未満 本 145.000
市場単価

夏季 街路樹　C=90～120㎝未満 本 29.000

夏季 街路樹　C=120～180㎝未満 本 64.000 公園共通代価表 第10305号　

夏季 街路樹　C=180～240㎝未満 本 16.000 公園共通代価表 第10306号　

市場単価

冬季 街路樹　C=30～60㎝未満 本 78.000
市場単価

冬季 街路樹　C=60～90㎝未満 本 180.000
市場単価

冬季 街路樹　C=90～120㎝未満 本 35.000

冬季 街路樹　C=120～180㎝未満 本 67.000 公園共通代価表 第10307号

冬季 街路樹　C=180～240㎝未満 本 24.000 公園共通代価表 第10308号

市場単価

桝除草 抜根除草 ㎡ 1,626.000

計

樹木（高木）せん定

樹木（高木）せん定

（抜根除草 植込地、1000㎡以上、供用区間 歩道及び交通島）

樹木（高木）せん定 （冬季せん定 幹周30㎝以上60㎝未満、50本以上 、供用区間 歩道及び交通島）

樹木（高木）せん定 （冬季せん定 幹周60㎝以上90㎝未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島）

樹木（高木）せん定 （冬季せん定 幹周90㎝以上120㎝未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島）

樹木（高木）せん定

樹木（高木）せん定

樹木（高木）せん定 （夏季せん定 幹周60㎝以上90㎝未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島）

樹木（高木）せん定 （夏季せん定 幹周90㎝以上120㎝未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島）

金　　　　　額 適　　　　　　　　　　　　　　　要

樹木（高木）せん定 （夏季せん定 幹周30㎝以上60㎝未満、50本以上 、供用区間 歩道及び交通島）

第　１　号 街路樹保守管理 明　　細　　表

　　   　　　内　　　　　　　　　　訳

工　　種　・　名　　称 種　　　別 形状・寸法 単　位 数　　　　量 単　　　　価



市場単価

中木せん定 寄植 １回目 ㎡ 5,190.000

寄植 ２回目 ㎡ 1,733.000
市場単価

寄植 １回目 ㎡ 572.000

寄植 ２回目 ㎡ 13.000

寄植・ヘデラ ㎡ 125.000
市場単価

抜根除草 ㎡ 8,476.000

計

地被類せん定 公園共通代価表 第10215号

除草 （抜根除草 植込地、1000㎡以上、供用区間 歩道及び交通島）

低木せん定 （寄植せん定　低木、1000㎡以上、供用区間 歩道及び交通島）

低木せん定 １回目の単価の1/3

金　　　　　額 適　　　　　　　　　　　　　　　要

（寄植せん定　中木、1000㎡以上、供用区間 歩道及び交通島）

中木せん定 １回目の単価の1/3

第　２　号 植樹帯保守管理 明　　細　　表

　　   　　　内　　　　　　　　　　訳

工　　種　・　名　　称 種　　　別 形状・寸法 単　位 数　　　　量 単　　　　価



市場単価

中木せん定 寄植 ㎡ 989.000
市場単価

寄植 ㎡ 1,815.000
市場単価

抜根除草 ㎡ 4,633.000
市場単価

芝草刈 ㎡ 3,555.000

計

除草 （抜根除草 植込地、1000㎡以上、供用区間 中央分離帯）

除草 （芝刈、1000㎡以上、供用区間 中央分離帯）

適　　　　　　　　　　　　　　　要

（寄植せん定　中木、1000㎡以上、供用区間 中央分離帯）

低木せん定 （寄植せん定　低木、1000㎡以上、供用区間 中央分離帯）

中央分離帯保守管理 明　　細　　表

　　   　　　内　　　　　　　　　　訳

工　　種　・　名　　称 種　　　別 形状・寸法 単　位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　　額

第　３　号



フジ　夏季せん定 ㎡ 599.000 公園共通代価表 第10208号

フジ　冬季せん定 ㎡ 599.000 公園共通代価表 第10209号

キョウチクトウ切詰めせん定 H=100～300cm未満 株 39.000 公園共通代価表 第10404号

市場単価

中木せん定 寄植 １回目 ㎡ 588.000

中木せん定 寄植 ２回目 ㎡ 15.000
市場単価

寄植 ㎡ 11.000

寄植 ㎡ 73.000
市場単価

抜根除草 ㎡ 1,051.000

草刈（肩掛） ㎡ 5,700.000 公園共通代価表 第40201号

市場単価

芝草刈 ㎡ 55.000

計

除草

除草 （芝刈、1000㎡以上、供用区間 環境緑地帯）

地被類せん定 公園共通代価表 第10215号

除草 （抜根除草 植込地、1000㎡以上、供用区間 環境緑地帯）

中木せん定

中木せん定

（寄植せん定　中木、1000㎡以上、供用区間 環境緑地帯）

１回目の単価の1/3

低木せん定 （寄植せん定　低木、1000㎡以上、供用区間 環境緑地帯）

単　　　　価 金　　　　　額 適　　　　　　　　　　　　　　　要

中木せん定

　　   　　　内　　　　　　　　　　訳

工　　種　・　名　　称 種　　　別 形状・寸法 単　位 数　　　　量

第　４　号 緑地帯保守管理 明　　細　　表



高木せん定枝葉

処　分　費 民間再資源化施設 式 1.000
除草ゴミ等

中工場 式 1.000

計

適　　　　　　　　　　　　　　　要

処　分　費

処分費 明　　細　　表

　　   　　　内　　　　　　　　　　訳

工　　種　・　名　　称 種　　　別 形状・寸法 単　位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　　額

第　５　号



昼間勤務 人

昼間勤務 人

計

単　　　　価 金　　　　　額 適　　　　　　　　　　　　　　　要

交通誘導警備員Ａ

交通誘導警備員Ｂ

　　   　　　内　　　　　　　　　　訳

工　　種　・　名　　称 種　　　別 形状・寸法 単　位 数　　　　量

第　６　号 交通管理費 明　　細　　表



仕 様 書 

 

  本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和７年１月

改訂（平成２３年１月制定）広島市都市整備局緑化推進部）

により施行すること。 



特 記 仕 様 書 

 

１ 本特記仕様書は、中区内街路樹その他保守管理業務（その１）（以下「業務」という。）に

適用する。 

 

２ 本業務の実施区域は、別紙位置図のとおりとする。 

 

３ 道路使用許可書(写し)並びに作業週報（本市所定の様式）については、必ず、作業前に提出

すること。なお、未提出での作業を行った場合は、作業中止等の措置を行うことがある。 

 

４ 本業務の実施に当たっては、契約書中に示された作業実施時期に基づき契約後に作成・提出

する実施工程表のとおり実施すること。なお、実施工程表は、発注者に提出する実施計画書に

添付すること。ただし、天候、地元要望等により、やむを得ず各作業の開始・完了時期の変更

が生じる場合は、発注者と受注者で協議の上、実施計画書を変更するものとする。 

 

５ 留意事項 

⑴ 高木せん定 

   設定した目標樹形及びせん定方針が確実に実施されるよう見本せん定を行い、発注者が確

認した後、その見本どおりのせん定を行うこと。 

 

⑵ 処 分 

せん定枝葉については、原則として以下のように処分することとするが、諸事情により以

下の処分先における処分が困難である場合は、他の処分先への搬入に関して発注者と協議し

た上で、その結果に従い適正に処分すること。 

なお、それぞれ、処分先及び処分量の集計表、処分伝票の写しを提出すること。また、発

注者が求める場合は、処分伝票の原本を提示すること。 

 ア 高木せん定枝葉 

   産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設に搬入すること。 

イ 中低木をせん定した枝葉及び除草作業により刈り取った草 

 広島市ごみ焼却工場へ搬入すること。 

 

 ⑶ 除 草 

   樹木の周囲や中低木の中の除草は、樹木を傷つけないよう動力草刈機を用いないこととし、

地際から手抜きによる抜根除草を行うとともに実生苗の除去も行うこと。 

 

⑷ その他 

せん定又は除草作業中、区域内にゴミ類（カン、ビン、ペットボトルなど）があった場合

は、袋詰めにし、車や歩行者の支障にならない場所に集め、発注者へ連絡すること。 

 

６ 本業務の実施に当たっては、造園施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第７条第２号

イ又はロに該当する者(造園工事に限る。）を現場責任者（直接的な雇用関係にあるものに限

る。）として配置すること。 



 

７ 一般社団法人日本造園建設業協会の認定する街路樹剪定士及び職業能力開発促進法による

１級又は２級造園技能士の資格を有する者（直接的な雇用関係にあるものに限るが、同一人物

である必要はない。）は、せん定作業中常時、作業又は現場において適正なせん定を行うよう

せん定方法等の指導にあたること。 

  なお、せん定作業中においては、街路樹剪定士及び造園技能士であることが確認できるよう

名札等を着用すること。 

 

８ 交通誘導警備員については、街路樹・植樹帯・緑地帯の全作業時、また、中央分離帯の全作

業時に適正な人員配置を見込んでいるが、交通状況等を十分把握し必要であれば交通誘導警備

員の増員等の安全対策を行い、現場の安全管理を徹底すること。 

また、交通誘導警備員を配置した場合は、勤務伝票等の写しを提出し、発注者が求める場合

は、勤務伝票等の原本を提示すること。 

  なお、認定路線（交通誘導警備員 Aを見込んでいる路線）で交通誘導警備業務を行う場合は， 

交通誘導警備業務１級又は２級の検定合格警備員を１名以上配置することが義務付けられて

いることから、検定合格警備員を配置したことが分かる写真又は勤務伝票の写し等を提出する

こと。 

 

９ 歩道での作業については、作業状況を十分把握し歩行者等の迷惑にならないよう、必要であ

れば、バリケードの設置や、交通誘導警備員の増員等を行い、現場の安全管理を徹底すること。 

 

10 業務実施中は、必ず作業中である旨を示す看板を掲げること。また、看板は出来るだけ、運

転者及び歩行者等から見やすい位置に配置すること。 

 

11 業務中においては、トラック等の作業車や作業員のヘルメットに受注者（下請け作業につい

ては下請業者）の会社名を表示すること。 

 

12 早朝・夜間（８時から１７時までの時間帯以外）や休日（官公庁の休日）に作業する場合は、

事前に業務打合せ簿を提出し、発注者の承諾を得ること。 

  ただし、原則として日曜日・祝日の作業は認めない。 

 

13 報告事項 

⑴ 受注者は、契約後直ちに、また、必要に応じて標準仕様書で指示する書類を提出すること。 

⑵ 受注者は、工程表で示す作業期間の最終月の業務完了後 14 日以内（閉庁日含む。）に、

所定の業務実施報告書に作業日誌及び作業記録写真帳を添えて、発注者に提出し、検査を受

けるものとする。なお、作業日誌は、次の事項が確認できるものとすること。 

① 業務名  ② 作業日  ③ 天候  ④ 就労人数  ⑤ 現場責任者 

⑥ 作業日に現場に配置した有資格者  ⑦ 作業数量 

 

14 以下の路線は、冬季せん定を１０月下旬～１１月上旬に施行すること。 

  3.御幸橋～三篠線(北)（※一部対象外（作業実施時期参照）あり），19.広島～海田線， 

21.広島～向原線，71.新川場通り(北)（※10 月下旬の施行とする），72.白島中町河岸線 



15 以下の路線の一部は、安田学園と施工日等の調整を行う必要があるため、発注者と事前に協

議を行うこと。 

72.白島中町河岸線（安田学園横の道路法面） 

 

16 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。 
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夏季剪定 1

冬季剪定 1

桝除草 3

中低木剪定 2

    

〃 1

地被類剪定 1

除草 3

芝草刈 3

フジ剪定 2

キョウチクトウ
切詰めせん定 1

JR～工兵橋間。
H=1.5m以下まで切
詰める。

中低木剪定 2

〃 1

地被類剪定 1

除草 3

草刈 3

芝草刈 3

緑
地
帯

種　　　別

４ 　月 ５ 　月 ６ 　月

植
樹
帯
・
分
離
帯

街
路
樹

１２ 月 １ 　月１１ 月

中区内街路樹その他保守管理業務（その１）　作業実施時期

備　考

７ 　月 ８ 　月 ９ 　月 １０月 ２ 　月 ３ 　月

路線番号３の一部（女学院前交差点～縮景園前

交差点）は、紅葉後、斜線の時期までにせん定を

行う。



中区内街路樹その他保守管理業務（その１） 数量表

工種名 種別 形状・寸法 単位 数量(A) 回数(B)
年間管理数量

（A×B）
摘          要

街路樹
高木剪定 夏季 （C=30㎝未満） 本 0 1 0

夏季 （C=30～60㎝未満） 本 47 1 47
夏季 （C=60～90㎝未満） 本 145 1 145
夏季 （C=90～120㎝未満） 本 29 1 29
夏季 （C=120～180㎝未満） 本 64 1 64
夏季 （C=180㎝以上） 本 16 1 16
冬季 （C=30㎝未満） 本 0 1 0
冬季 （C=30～60㎝未満） 本 78 1 78
冬季 （C=60～90㎝未満） 本 180 1 180
冬季 （C=90～120㎝未満） 本 35 1 35
冬季 （C=120～180㎝未満） 本 67 1 67
冬季 （C=180㎝以上） 本 24 1 24

桝除草 抜根除草 ㎡ 542 3 1,626
 

植樹帯  
中木剪定 寄植 剪定１回目 ㎡ 5,189.68 1 5,190

 〃 剪定２回目 ㎡ 1,733.32 1 1,733
低木剪定 寄植 剪定１回目 ㎡ 572.39 1 572

 〃 剪定２回目 ㎡ 12.90 1 13
地被類 ヘデラ ㎡ 125.00 1 125
除草 抜根除草 ㎡ 2,825.20 3 8,476

 
分離帯  

中木剪定 寄植 剪定１回目 ㎡ 989.17 1 989
低木剪定 寄植 剪定１回目 ㎡ 1,815.17 1 1,815
除草 抜根除草 ㎡ 1,544.30 3 4,633

芝草刈 ㎡ 1,185.00 3 3,555
 

緑地帯  
中木剪定 フジ夏季せん定 剪定１回 ㎡ 598.50 1 599

フジ冬季せん定 剪定１回 ㎡ 598.50 1 599
キョウチクトウ切詰めせん定 剪定１回 株 39.00 1 39
寄植 剪定１回目 ㎡ 587.82 1 588
 〃 剪定２回目 ㎡ 14.50 1 15

低木剪定 寄植 剪定１回目 ㎡ 10.95 1 11
地被類 寄植 剪定１回目 ㎡ 72.75 1 73
除草 抜根除草 ㎡ 350.30 3 1,051

草刈り（肩掛） ㎡ 1,899.90 3 5,700
芝草刈 ㎡ 18.49 3 55



【　中区内街路樹その他保守管理業務 （その1）　数量表 】

C=30cm C=30cm C=60cm C=90cm C=120cm C=180cm 合計 C=30cm C=30cm C=60cm C=90cm C=120cm C=180cm 合計
未満 ～60 ～90 ～120 ～180 以上 未満 ～60 ～90 ～120 ～180 以上 ４回 ３回 ２回 １回

（本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡）

2 中広～宇品線 - 3 16 2 23 11 55 - 3 16 2 23 11 55 - - - -

3 御幸橋～三篠線　（北） - 34 30 6 - - 70 - 34 30 6 - - 70 - 102 - -

4 市民球場通り - - - - - - 0 - 9 15 3 - - 27 - 31 - -

5 水道局前通り - - - - - - 0 - 18 17 3 - - 38 - 38 - -

6 県庁北通り - - - - - - 0 - 1 14 3 - - 18 - 18 - -

8 裁判所前通り - - 35 7 - - 42 - - - - - - 0 - 42 - -

9 広島城北側通り - - 1 0 9 5 15 - - 1 0 9 5 15 - 100 - -

10 東白島～八丁堀線 - - - - - - 0 - - - - - - 0 - 33 - -

18 商工会議所前通り - - - - - - 0 - - - - - - 0 - - - -

19 広島～海田線 - - - - - - 0 - 5 34 7 - - 46 - 65 - -

20 東海田～広島線 - - - - - - 0 - - - - - - 0 - 8 - -

21 広島～向原線 - 2 30 6 32 - 70 - 2 30 6 32 - 70 - 51 - -

26 白島コミニティ道路 - - 2 1 - - 3 - - - - - - 0 - - - -

29 中国郵政局前ロータリー - - - - - - 0 - - - - - - 0 - - - -

35 広島市民球場ロータリー - - - - - - 0 - - - - - - 0 - - - -

38 広島城北ロータリー - - - - - - 0 - - - - - - 0 - - - -

69 駅前～吉島線　北 - 4 8 2 - - 14 - 4 8 2 - - 14 - 16 - -

71 新川場通り　（北） - 2 13 3 - - 18 - 2 13 3 - - 18 - 38 - -

72 白島中町河岸線 - - - - - - 0 - - 2 0 3 8 13 - - - - クロガネモチ１本含む

75 一般国道１８３号（Ａ） - 2 10 2 － - 14 - - - - - - 0 - - - -

0 47 145 29 64 16 301 0 78 180 35 67 24 384 0 542 0 0

備考

合計

路線
番号

路線名 抜根除草

桝除草夏季せん定

街路樹（高木）

冬季せん定



【　中区内街路樹その他保守管理業務 （その1）　数量表 】

球形 ﾍﾃﾞﾗ

剪定３回 剪定２回 剪定１回 剪定３回 剪定２回 剪定１回 剪定１回 剪定３回 剪定２回 剪定１回 剪定１回

剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回

（㎡） （㎡） （㎡） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （本） （本） （本） （本） （㎡） （㎡） （㎡） （本） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡）

2 中広～宇品線 - 1368.42 1845.75 - - - - - - - - - 12.9 377.76 - - - - -

3 御幸橋～三篠線　（北） - - - - - - - - - - - - - 16.05 - - - - 69.4

4 市民球場通り - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 水道局前通り - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 県庁北通り - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 裁判所前通り - - - - - - - - - - - - - 26.73 - - - - -

9 広島城北側通り - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 東白島～八丁堀線 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 商工会議所前通り - - 300.94 - - - - - - - - - - 7 - - - - 3.6

19 広島～海田線 - - - - - - - - - - - - - 7.51 - - - - 52

20 東海田～広島線 - - - - - - - - - - - - - 13.5 - - - - -

21 広島～向原線 - 364.9 761.82 - - - - - - - - - - 39.64 - - - - -

26 白島コミニティ道路 - - 46.25 - - - - - - - - - - 1.8 - - - - -

29 中国郵政局前ロータリー - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35 広島市民球場ロータリー - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38 広島城北ロータリー - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

69 駅前～吉島線　北 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

71 新川場通り　（北） - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

72 白島中町河岸線 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

75 一般国道１８３号（Ａ） - - 501.6 - - - - - - - - - - 69.5 - - - - -

0 1733.32 3456.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.9 559.49 0 0 0 0 125合計

円筒形 寄植 寄植

120未満 120～200 100～200 200～

路線
番号

路線名

植樹帯

備考

中　　木 低    木 地被類

寄植 生垣



【　中区内街路樹その他保守管理業務 （その1）　数量表 】

４回 ３回 ２回 １回 ４回 ３回 ２回 １回 ４回 ３回 ２回 １回 ４回 ３回 ２回 １回

（㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡）

2 中広～宇品線 - 1387.32 - - - - - - - - - - - - - -

3 御幸橋～三篠線　（北） - 31.89 - - - - - - - - - - - - - -

4 市民球場通り - - - - - - - - - - - - - - - -

5 水道局前通り - - - - - - - - - - - - - - - -

6 県庁北通り - - - - - - - - - - - - - - - -

8 裁判所前通り - 284.97 - - - - - - - - - - - - - -

9 広島城北側通り - - - - - - - - - - - - - - - -

10 東白島～八丁堀線 - - - - - - - - - - - - - - - -

18 商工会議所前通り - 112.95 - - - - - - - - - - - - - -

19 広島～海田線 - 67.92 - - - - - - - - - - - - - -

20 東海田～広島線 - 161.55 - - - - - - - - - - - - - -

21 広島～向原線 - 362.1 - - - - - - - - - - - - - -

26 白島コミニティ道路 - 27.36 - - - - - - - - - - - - - -

29 中国郵政局前ロータリー - - - - - - - - - - - - - - - -

35 広島市民球場ロータリー - - - - - - - - - - - - - - - -

38 広島城北ロータリー - - - - - - - - - - - - - - - -

69 駅前～吉島線　北 - - - - - - - - - - - - - - - -

71 新川場通り　（北） - 64.44 - - - - - - - - - - - - - -

72 白島中町河岸線 - - - - - - - - - - - - - - - -

75 一般国道１８３号（Ａ） - 324.7 - - - - - - - - - - - - - -

0 2825.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0合計

路線
番号

路線名

植樹帯

備考

除草 芝草刈

抜根除草 手刈り 草刈り(肩掛)



【　中区内街路樹その他保守管理業務 （その1）　数量表 】

球形 ﾍﾃﾞﾗ

剪定３回 剪定２回 剪定１回 剪定３回 剪定２回 剪定１回 剪定１回 剪定３回 剪定２回 剪定１回 剪定１回

剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回

（㎡） （㎡） （㎡） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （本） （本） （本） （本） （㎡） （㎡） （㎡） （本） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡）

2 中広～宇品線 - - 597.08 - - - - - - - - - - 93.2 - - - - -

3 御幸橋～三篠線　（北） - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 市民球場通り - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 水道局前通り - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 県庁北通り - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 裁判所前通り - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 広島城北側通り - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 東白島～八丁堀線 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 商工会議所前通り - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 広島～海田線 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 東海田～広島線 - - 7.64 - - - - - - - - - - 62.1 - - - - -

21 広島～向原線 - - 384.45 - - - - - - - - - - 54.6 - - - - -

26 白島コミニティ道路 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29 中国郵政局前ロータリー - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35 広島市民球場ロータリー - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38 広島城北ロータリー - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

69 駅前～吉島線　北 - - - - - - - - - - - - - 1605.27 - - - - -

71 新川場通り　（北） - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

72 白島中町河岸線 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

75 一般国道１８３号（Ａ） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H22追加

0 0 989.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1815.17 0 0 0 0 0合計

円筒形 寄植 寄植

120未満 120～200 100～200 200～

路線
番号

路線名

分離帯

備考

中　　木 低    木

寄植 生垣

地被類



【　中区内街路樹その他保守管理業務 （その1）　数量表 】

４回 ３回 ２回 １回 ４回 ３回 ２回 １回 ４回 ３回 ２回 １回 ４回 ３回 ２回 １回

（㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡）

3 御幸橋～三篠線　（北） - - - - - - - - - - - - - - - -

4 市民球場通り - - - - - - - - - - - - - - - -

5 水道局前通り - - - - - - - - - - - - - - - -

6 県庁北通り - - - - - - - - - - - - - - - -

8 裁判所前通り - - - - - - - - - - - - - - - -

9 広島城北側通り - - - - - - - - - - - - - - - -

10 東白島～八丁堀線 - - - - - - - - - - - - - - - -

18 商工会議所前通り - - - - - - - - - - - - - - - -

19 広島～海田線 - - - - - - - - - - - - - - - -

26 白島コミニティ道路 - - - - - - - - - - - - - - - -

29 中国郵政局前ロータリー - - - - - - - - - - - - - - - -

35 広島市民球場ロータリー - - - - - - - - - - - - - - - -

38 広島城北ロータリー - - - - - - - - - - - - - - - -

69 駅前～吉島線　北 - 857 - - - - - - - - - - - 956 - -

71 新川場通り　（北） - - - - - - - - - - - - - - - -

72 白島中町河岸線 - - - - - - - - - - - - - - - -

75 一般国道１８３号（Ａ） - - - - - - - - - - - - - - - - H22追加

0 1544.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1185 0 0

401.8 --- - -

-

- 174.3-

- - -

- - -

-

- - - - -

- -

合計

路線
番号

路線名

分離帯

2 中広～宇品線 - - - - - - -

21 広島～向原線 -

備考

除草 芝草刈

抜根除草 手刈り 草刈り(肩掛)

222

-

- - -

- -

- 54.7

-

20 東海田～広島線 - - -63.5

- -



【　中区内街路樹その他保守管理業務 （その1）　数量表 】

ﾌｼﾞ ｷｮｳﾁｸﾄｳ 球形 ﾍﾃﾞﾗ

剪定２回 100～300 剪定３回 剪定２回 剪定１回 剪定３回 剪定２回 剪定１回 剪定１回 剪定３回 剪定２回 剪定１回 剪定１回

剪定１回 剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回 剪定２回 剪定１回

（㎡） （株） （㎡） （㎡） （㎡） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （本） （本） （本） （本） （㎡） （㎡） （㎡） （本） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡）

2 中広～宇品線 598.5 - - - 573.32 - - - - - - - - - - 6.95 - - - - -

3 御幸橋～三篠線　（北） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 市民球場通り - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 水道局前通り - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 県庁北通り - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 裁判所前通り - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 広島城北側通り - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 東白島～八丁堀線 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 商工会議所前通り - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 広島～海田線 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 東海田～広島線 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 広島～向原線 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 白島コミニティ道路 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29 中国郵政局前ロータリー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72.75 -

35 広島市民球場ロータリー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38 広島城北ロータリー - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - -

69 駅前～吉島線　北 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

71 新川場通り　（北） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

72 白島中町河岸線 - 39 － 14.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - キョウチクトウは、JR～工兵橋間

75 一般国道１８３号（Ａ） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H22追加

598.5 39 0 14.5 573.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.95 0 0 0 72.75 0合計

円筒形 寄植 寄植

120未満 120～200 100～200 200～

路線
番号

路線名 備考

低    木

寄植 生垣

中　　木

緑地帯

地被類



【　中区内街路樹その他保守管理業務 （その1）　数量表 】

４回 ３回 ２回 １回 ４回 ３回 ２回 １回 ４回 ３回 ２回 １回 ４回 ３回 ２回 １回

（㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡）

2 中広～宇品線 - 230.06 - - - - - - - - - - - - - -

3 御幸橋～三篠線　（北） - - - - - - - - - - - - - - - -

4 市民球場通り - - - - - - - - - - - - - - - -

5 水道局前通り - - - - - - - - - - - - - - - -

6 県庁北通り - - - - - - - - - - - - - - - -

8 裁判所前通り - - - - - - - - - - - - - - - -

9 広島城北側通り - - - - - - - - - - - - - - - -

10 東白島～八丁堀線 - - - - - - - - - - - - - - - -

18 商工会議所前通り - - - - - - - - - - - - - - - -

19 広島～海田線 - - - - - - - - - - - - - - - -

20 東海田～広島線 - - - - - - - - - - - - - - - -

21 広島～向原線 - - - - - - - - - - - - - - - -

26 白島コミニティ道路 - - - - - - - - - - - - - - - -

29 中国郵政局前ロータリー - 72.75 - - - - - - - - - - - - - -

35 広島市民球場ロータリー - - - - - - - - - - - - - 18.49 - -

38 広島城北ロータリー - 32.89 - - - - - - - - - - - - - -

69 駅前～吉島線　北 - - - - - - - - - - - - - - - -

71 新川場通り　（北） - - - - - - - - - - - - - - - -

75 一般国道１８３号（Ａ） - - - - - - - - - - - - - - - - H22追加

0 350.3 0 0 0 0 0 0 0 1899.9 0 0 0 18.49 0 0合計

路線
番号

路線名

緑地帯

備考

除草 芝草刈

抜根除草 手刈り

72 白島中町河岸線 - - - - - -14.6 1899.9- - -

草刈り(肩掛)

- - 安田学園横の道路法面を含む- - -



路線番号 路線名

2 中広～宇品線

3 御幸橋～三篠線（北）

4 市民球場通り

5 水道局前通り

6 県庁北通り

8 裁判所前通り

9 広島城北側通り

10 東白島～八丁堀線

18 商工会議所前通り

19 広島～海田線

20 東海田～広島線

21 広島～向原線

26 白島コミニティ道路

29 中国郵政局前ロータリー

35 広島市民球場ロータリー

38 広島城北ロータリー

69 駅前～吉島線　北

71 新川場通り（北）

72 白島中町河岸線

75 一般国道１８３号（Ａ）

中区内街路樹その他保守管理業務
（その１）対象路線一覧
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72白島中町河岸は、安田学園横の 

道路法面を含む。 


